
 

  

 

○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
第
二
百
十
二
条
第
三
項
第
三
号
等
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
七
月
金
融
庁
告
示
第
五
十
一
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 
 

行 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
三
項
第
三

号
、
第
二
百
十
二
条
の
二
第
三
項
第
三
号
、
第
二
百
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
及
び

第
二
百
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
を
次
の

よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
三
項
第
三

号
、
第
二
百
十
二
条
の
二
第
三
項
第
三
号
及
び
第
二
百
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
に

規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二

十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
二
条
第
三
項
第
三
号

、
第
二
百
十
二
条
の
二
第
三
項
第
三
号
、
第
二
百
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
及
び
第

二
百
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

一 

銀
行
等
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
人
の
う

ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が

、
当
該
業
務
に
お
い
て
応
接
す
る
事
業
者
（
当
該
銀
行
等
が
事
業
に
必
要
な
資
金

の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
関
係
者
（
当

該
事
業
者
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当

該
事
業
者
の
役
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保

険
者
と
す
る
保
険
契
約
（
規
則
第
二
百
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
第
二
百
十
二
条

の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
百
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
及

び
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
の
代
理
又

は
媒
介
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

二 

（
略
） 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
二
条
第
三
項
第
三
号

、
第
二
百
十
二
条
の
二
第
三
項
第
三
号
及
び
第
二
百
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。 

 

一 

銀
行
等
（
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
五
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
銀
行
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
人
の
う

ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が

、
当
該
業
務
に
お
い
て
応
接
す
る
事
業
者
（
当
該
銀
行
等
が
事
業
に
必
要
な
資
金

の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
関
係
者
（
当

該
事
業
者
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当

該
事
業
者
の
役
員
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
険
契
約
者
又
は
被
保

険
者
と
す
る
保
険
契
約
（
規
則
第
二
百
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

及
び
第
二
百
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
わ
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
た
め
の
措
置 

二 

（
略
） 


